
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中予備的請求に係る上告人ら敗訴部分を破棄し、右部分につき本

件を高松高等裁判所に差し戻す。

　　　　　上告人らのその余の上告を棄却する。

　　　　　前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人田村裕の上告理由について

　一　原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

　１　原判決別紙不動産目録記載の土地（以下「本件土地」という。）は、Ｄの所

有であった。

　２　Ｄは、昭和五八年二月一日付け目筆証書によって、本件土地の北一五〇坪を

上告人Ａ１の所有地とし、南一八六坪を被上告人及び上告人Ａ２の折半とする旨の

遺言（以下「Ｄ遺言」という。）をした。

　３　Ｄは、昭和五八年四月一日死亡し、その法定相続人は、妻であるＥ、長男で

ある被上告人、二男である上告人Ａ３、三男である上告人Ａ１及び四男である上告

人Ａ２である。

　４　右Ｄの相続人らは、昭和五八年八月一四日、Ｄ遺言が存在することを知らず

に、本件土地をＥが単独で相続する旨の遺産分割協議（以下「本件遺産分割協議」

という。）をした。上告人ら及び被上告人は、各自が法定の相続分を有することを

前提に、Ｄから生前本件土地をもらったと信じ込んでいるＥの意思を尊重するとと

もに、Ｅの単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しか

ら、Ｅに本件土地を単独で相続させる旨の本件遺産分割協議をした。

　５　Ｅは、昭和五八年八月二七日付け公正証書によって、財産全部を被上告人に

相続させる旨の遺言（以下「Ｅ遺言」という。）をした。
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　６　本件土地につき、本件遺産分割協議に基づき、Ｅを所有名義人とする昭和五

八年九月二六日受付所有権移転登記がされた。

　７　Ｅは、昭和五九年一月七日死亡し、その法定相続人は、上告人ら及び被上告

人である。

　８　本件土地につき、作幸技遺言に基づき、被上告人を所有名義人とする昭和五

九年二月二一日受付所有権移転登記がされた。

　９　上告人Ａ３は、昭和五九年一一月ころ、Ｄ遺言の遺言書を発見した。上告人

らは、同じころ、Ｅ遺言の内容を知り、同六〇年二月七日、被上告人に対し遺留分

減殺請求をした。

　二　上告人らは、主位的請求として、Ｄ遺言の趣旨により本件土地につき上告人

Ａ１は一一一〇分の四九五、同Ａ２は一一一〇分の三〇七の共有持分を取得したと

主張して、被上告人に対し、本件土地につき右割合による更正登記手続を求め、予

備的請求として、本件遺産分割協議の成立を否認するとともに、仮に成立したとし

ても要素の錯誤により無効であると主張して、被上告人に対し、本件土地がＤの遺

産であることの確認及び本件土地につき上告人らの持分各一六分の三とする更正登

記手続を求めた。被上告人は、上告人らの右主張を争い、本件土地は本件遺産分割

協議によりＥが相続したと主張した。

　原審は、前記一の事実関係に基づいて次の判断を示し、上告人らの予備的請求の

うち本件土地の更正登記手続請求につき上告人らの持分を各八分の一とする限度で

認容すべきものとし、主位的請求及びそのほかの予備的請求を棄却すべきものとし

た。

　１　上告人らは、法定の相続分を有することを知りながら、Ｄから生前本件土地

をもらったと信じ込んでいるＥの意思を尊重するとともに、Ｅの単独所有にしても

近い将来自分たちが相続することになるとの見通しから、本件遺産分割協議をした
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のであるから、上告人らが当時Ｄ遺言の存在を知っていたとしても、本件遺産分割

協議の結果には影響を与えなかったということができる。したがって、上告人らが

Ｄ遺言の存在を知らなかったからといって本件遺産分割協議における上告人らの意

思表示に要素の錯誤があるとはいえない。

　２　本件土地は、本件遺産分割協議によりＥが単独で相続したから、上告人らの

主位的請求及び予備的請求のうち本件土地がＤの遺産であることの確認を求める部

分は理由がない。

　３　上告人らが本件Ｅ遺言についてした遺留分減殺請求により、上告人らは本件

土地につき各八分の一の持分を有することになるので、予備的請求のうち更正登記

手続請求は右の限度で理由がある。

　三　しかしながら、原審の右１の判断は是認することができない。その理由は、

次のとおりである。

　相続人が遺産分割協議の意思決定をする場合において、遺言で分割の方法が定め

られているときは、その趣旨は遺産分割の協議及び審判を通じて可能な限り尊重さ

れるべきものであり、相続人もその趣旨を尊重しようとするのが通常であるから、

相続人の意思決定に与える影響力は格段に大きいということができる。ところで、Ｄ

遺言は、本件土地につきおおよその面積と位置を示して三分割した上、それぞれを

被上告人、上告人Ａ１及び同Ａ２の三名に相続させる趣旨のものであり、本件土地

についての分割の方法をかなり明瞭に定めているということができるから、上告人

Ａ１及び同Ａ２は、Ｄ遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、本件土

地をＥが単独で相続する旨の本件遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極

めて高いものというべきである。右上告人らは、それぞれ法定の相続分を有するこ

とを知りながら、Ｄから生前本件土地をもらったと信じ込んでいるＥの意思を尊重

しようとしたこと、Ｅの単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになる
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との見通しを持っていたという事情があったとしても、遺言で定められた分割の方

法が相続人の意思決定に与える影響力の大きさなどを考慮すると、これをもって右

特段の事情があるということはできない。

　これと異なる見解に立って、右上告人らがＤ遺言の存在を知っていたとしても、

本件遺産分割協議の結果には影響を与えなかったと判断した原判決には、民法九五

条の解釈適用を誤った違法があり、ひいては審理不尽の違法があって、右違法が判

決に影響を及ぼすことは明らかであるから、この趣旨をいう論旨は理由がある。

　四　Ｄ遺言の内容は特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨のものではなく、

Ｄ遺言が存在することによって上告人らが本件土地につき各主張に係る共有持分を

取得するとはいえないというべきであるから、上告人らの主位的請求は主張自体理

由がないというべきである。したがって、右主位的請求を棄却した原審の判断は、

結論において是認することができる。

　五　よって、原判決のうち予備的請求に係る上告人ら敗訴部分を破棄し、右部分

につき錯誤の成否について更に審理を尽くさせるため原審に差し戻し、上告人らの

その余の上告を棄却することとし、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条、九

五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　味　　　村　　　　　　　治

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　大　　　堀　　　誠　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　野　　　幹　　　雄

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　三　　　好　　　　　　　達

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　大　　　白　　　　　　　勝
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